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第１章 計画策定にあたって

１．計画策定の背景

○身近な生活問題の多様化

全国的に人口が減少傾向にある中、団塊の世代が 75 歳以上となり、今後

は少子高齢化がさらに進行することが予想されています。人口構造の変化に

よって社会が大きく変わる転換期にあり、個人の人生観の変化による晩婚

化・未婚化や共働き世帯の増加、多様化を容認する動きの拡大、経済・雇用

環境の変化などによる個人の価値観や生活様式の多様化などのために、人と

人とのつながりが弱まり、近隣住民との人間関係が希薄になるなど、互いの

顔が見えにくい状況が広がっています。

価値観や生活様式の変化が新たな日常生活上の問題を引き起こす一方で、

問題に直面した人々を支える地域のつながりは希薄化してきており、地域の

福祉を維持していくためには、地域力の強化と、多様な生活課題に柔軟に対

応できる仕組みの構築、社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の整備が

求められてきています。

○社会福祉施策の進展

国の社会福祉基礎構造改革によって、「行政による措置」から利用者が事業

者と対等な関係に基づきサービスを選択・決定する契約制度へと社会福祉制

度の転換が図られました。

また、個人の尊厳を尊重する視点から、できる限り住み慣れた地域の中で、

自分らしく自立した暮らしができるような基盤を整備していくという考えに

基づき、高齢者福祉の分野では、地域密着型サービスや地域包括ケア体制の

整備、障害者福祉の分野では、地域生活への移行や一般就労への移行の推進、

児童福祉の分野では、子育て支援事業の実施、医療保険制度においては在宅

医療の推進など、地域での生活に移行する福祉政策が展開されてきました。

○社会福祉法の改正

平成 12 年に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」へと改正され、福祉サー

ビスの基本的理念や福祉サービスの提供の原則、福祉サービスの提供体制の

確保などに関する国及び地方公共団体の責務などが定められました。

同法第４条では、地域福祉の推進の主体は「地域住民、社会福祉を目的と
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する事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」の三者とすると

ともに、地域福祉の推進の目的は、「福祉サービスを必要とする地域住民が地

域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あら

ゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように」と定められ、同法第

107 条では、市町村による「地域福祉計画」の策定が規定されています。

地域福祉という考え方は、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉を横断的に

統合して推進していこうとするもので、その実現のためには、地域社会を構

成する一人ひとりの住民、ボランティア団体・NPO 法人、福祉事業者、社会

福祉協議会、関係諸団体と行政が互いに連携して、ともに地域福祉の推進に

取り組んでいくことが求められています。

社会福祉法（令和元年６月改正）－抜粋

（目的）
第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目
的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以下
「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福
祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

（地域福祉の推進）
第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下
「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成す
る一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され
るように、地域福祉の推進に努めなければならない。
２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱
える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防または要介護状態若しく
は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福
祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民
が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生
活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」
という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

（市町村地域福祉計画）
第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下
「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべ
き事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項
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○重層的支援体制の整備

近年、人口減少や少子高齢化、単身・核家族化が進む中で、一つの世帯に複数の課題

が存在している状態（8050世帯や、介護と育児のダブルケアなど）や世帯全体が孤

立している状態など、地域住民が抱える生活課題は多様化・複雑化・複合化しています。

従来の制度では高齢、障がい、子育て、生活困窮などの分野ごとに縦割りで対応してお

り、制度の狭間にある課題や複数の困りごとを抱える住民に対して、柔軟な支援が届か

ないケースが生じていました。

こうした背景のもと、令和３年度に創設された重層的支援体制整備事業は、市町村が

中心となり、地域住民の誰もが相談しやすく、必要な支援につながる「断らない支援」

の仕組みを構築することを目的としています。①包括的な相談支援、②参加支援、③地

域づくり支援の三つの柱から構成され、個別の困りごとへの対応に加えて、孤立の予防

や地域へのつながりづくりも視野に入れた包括的な支援体制の構築を目指しています。

既存の相談支援や地域活動との連携を深めながら、地域全体で包括的に支える体制

を築くことが重要です。福祉部門のみならず、医療、保健、教育、就労など多分野との

連携により、地域住民一人ひとりの生活課題に寄り添い、誰もが安心して暮らし続けら

れる地域づくりを進めるために、重層的支援体制の整備が地域共生社会の実現に向け

て重要となっています。

○自殺対策計画

自殺は、個人の問題だけでなく、健康、経済、家族関係、社会的孤立など、さまざ

まな困難が複雑に絡み合って起こる社会的・地域的な課題であり、社会的孤立や生き

づらさを抱える人々への支援は、地域福祉の中核をなす課題でもあります。

自殺対策基本法第1３条第２項において、市町村は地域の実情に応じて「市町村自

殺対策計画」を定めるものとするとされています。

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が

図られ、「生きることの包括的な支援」として実施することが求められ、「誰もが希望

を持って安心して暮らすことのできる社会」の実現を目指して、より効果的な施策展

開を推進するため、地域福祉計画の中に位置づけます。
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○再犯防止推進計画について

我が国では、刑法犯検挙者数は年々減少している一方、刑法犯検挙者数に占める再

犯者数の割合（再犯者率）は高止まりしています。また、出所者や非行歴のある若者

が、地域で孤立しやすく、就労や住居、福祉サービスへのアクセスに困難を抱えて再

犯に至るケースが増えており、地域の中で生活再建支援を一体的に行うことが求めら

れています。

このような状況を踏まえ、平成28年に施行された「再犯の防止等の推進に関する

法律」では、国だけでなく地方公共団体も再犯防止のための施策を実施する責務があ

ることが明記され、同法第８条第１項では市町村においても地域の実情に応じた再犯

防止推進計画を策定することが努力義務とされています。

再犯防止は「地域共生社会」の実現をめざす地域福祉の枠組みの中で、地域住民、

行政、関係機関、福祉サービス提供者などが連携し、包括的かつ継続的に取り組むべ

き課題であり、地域の誰もが排除されず、安心して暮らせる「共生のまちづくり」の

一環として、地域福祉計画の中に位置づけます。
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●地域のつながりの推進・強化 ●福祉分野の横断的取り組み ●制度の狭間の課題への取り組み

●自助・互助・共助・公助による地域福祉の推進 ●複雑化する地域課題への体制整備 など

２．地域福祉の考え方

「地域福祉」とは、地域ですべての人が安心して暮らせるよう、地域社会の

福祉課題に対して、地域住民、福祉関係者や公的機関が協力して解決に取り組

んでいこうという考え方です。地域福祉では、高齢、障がい、児童など分野ご

との福祉ではなく、それらすべてを含み、地域生活を網羅し、だれもが住みや

すい地域づくりを目指しています。

これまでの福祉施策が想定していた範ちゅうを超えた多種多様な福祉課題に柔

軟に対応できるように取り組んでいくため、行政が主体となった取組ではなく、

住民一人ひとりの自発的な取組に対して行政が積極的に支援を行うことで、住み

慣れた地域でだれもが安心して生活できる地域福祉の実現を目指します。

＜イメージ図＞

３．町全体での取組

地域福祉を推進するためには、住民、関係機関・各種団体、社会福祉協議会、行政などが、それ

ぞれの役割を果たし、お互いに力を合わせる必要があります。そのためには、「自助」「互助」「共

助」「公助」の４つの視点が重要になってきます。

「自助」とは、住民一人ひとりが自らの努力により、健康維持や生活課題の解決に取り組むこ

とです。日頃からの健康管理、生きがいづくり、自己研鑽などが該当します。

「互助」とは、家族や友人、近隣住民など、身近な人間関係の中での自発的な支え合いです。声

かけや見守り活動、ボランティア活動など、費用負担を伴わない相互扶助を指します。

「共助」とは、制度化された相互扶助の仕組みであり、介護保険や医療保険などの社会保険制

度がこれに当たります。

【高齢者福祉】

l 高齢化の進展

l 認知症高齢者の支援

l 高齢者の権利擁護

l 介護保険事業の推進

など

【障害者福祉】

l 地域生活の支援

l 障害者福祉サービス

l 合理的配慮の推進

l 障害者の就労支援

など

【児童福祉（子ども子育て支援）】

l 少子化の進展

l 子育て・就労支援

l 保育サービス

l 児童虐待への対応

など
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「公助」とは、行政による福祉サービスや生活保護などの公的な支援を指します。自助・互助・

共助では対応困難な課題に対し、セーフティネットとして機能します。

これら４つの要素が有機的に連携し、補完し合うことで、誰もが安心して暮らせる地域社会の

実現を目指します。

■「自助」「互助」「共助」「公助」のイメージ

４．計画の位置づけ

本計画は「日高川町長期総合計画」（以下、総合計画）を上位計画としながら、

高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者計画・障害福祉計画、子ども・子

育て支援事業計画など関連計画との整合を図ります。

など関連計画

地域の支え合い

地域住民と行政の

相互協力（協働）の領域
地域住民の主体的な

活動で対応できるもの

行政施策として行うべきもの

（地域住民の自助努力では

解決できないもの）

地
域
の
生
活
課
題

つながり・支え合いの地域づくり

暮らしのニーズ

（日常的な生活課題）

身近な困り事、

生活のしづらさ、苦労など

日高川町の

福祉活動へ

の支援

関
連
す
る
福
祉
計
画

等
に
基
づ
い
た
支
援

（
各
種
事
業
等
）

自 助 共 助 公 助

日高川町長期総合計画（日高川町総合戦略）

日高川町地域福祉計画

高齢者福祉計画・

介護保険事業計画

障害者計画・

障害福祉計画

特定健康診査等実施計画健康日高21

子ども・子育て支援事業計画

互 助



9

５．計画の期間

本計画の期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間です。

ただし、社会情勢や制度の見直しなど状況に変化が生じた場合には、計画期

間中においても必要な見直しを行います。

計 画 名 称

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

令
和

７８９10 11 12 13 14
年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

日高川町第２次長期総合計画

（後期基本計画）

日高川町総合戦略

日高川町第３期地域福祉計画 策定

日高圏域障害者プラン

日高川町高齢者福祉計画及び

第10期介護保険事業計画

日高川町子ども・子育て支援事業計画
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６．計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、「日高川町地域福祉計画策定委員会」（以下、「策

定委員会」という。）を設置し、地域福祉を推進するための施策や実施事業等に

ついて検討を進めました。また、住民の意識調査や策定委員会で様々なご意見

をいただき、計画策定の参考とさせていただきました。

（１）関連計画及び地域データの整理

現行の関連計画の方向性や事業内容などと整合性のあるものとするため、

関連計画及び町内の地域福祉に関する現況データの整理を行いました。

（２）アンケート調査の実施

本計画策定の基礎的な資料として、町民の皆さんの地域福祉活動や福祉の

まちづくりに対する考え方・意識などの全体像を把握するため、アンケート

調査を実施しました。

（３）地域懇談会の実施

本計画策定に向けて、町民の皆さんが抱える福祉課題や福祉ニーズを直接

的に把握し、多様な立場からの意見を集約するため、地域懇談会を町内３地

区で実施しました。

（４）策定委員会における検討

町内の地域福祉に関する団体・関係機関などで構成する策定委員会におけ

る議論・検討を経て策定しました。
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第２章 日高川町の地域福祉を取り巻く現状

１．統計データからみる日高川町

（１）人口

①総人口

人口の動きをみると、総人口は減少傾向にあり、令和６年で 9,094 人となって

います。特に 15～64 歳人口の減少が顕著となっています。

一方、高齢化率は年々上昇し、令和６年で 37.2％となっています。

【総人口の推移】

資料：住民基本台帳
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②地区別人口

地区別人口をみると、川辺地区では令和元年を境に減少に転じ、令和６年で

6,184 人となっています。高齢化率は年々上昇し、令和６年で 31.9％となってい

ます。

＜川辺地区＞

資料：住民基本台帳

中津地区では年々人口が減少し、令和６年で 1,621 人となっています。高齢化

率は年々上昇し、令和６年で 46.6％となっています。

＜中津地区＞

資料：住民基本台帳
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＜美山地区＞

美山地区においても年々人口が減少し、令和６年で 1,289 人となっています。

高齢化率は、令和６年に 50％を超えています。

資料：住民基本台帳

③子どもの人口

子どもの数は令和元年以降減少しており、令和６年は 774 人となっています。

【子どもの推移】

資料：住民基本台帳
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④自然動態

出生数は令和２年以降 40～50 人台で推移し、死亡数は令和４年に 200 人を

超えましたが、令和５年は 153 人となっています。出生数と死亡数の差である自

然増減数は 100 人前後で推移し、令和５年は 95 人の自然減となっています。

【出生数と死亡数の推移】

資料：和歌山県人口動態統計

⑤社会動態

転入数は 200～300 人台で推移し、令和５年は 226 人と平成 30 年以降最小

となっています。転出数は令和元年度以降、転入を上回っており、令和５年は 269

人で、43 人の社会減となっています。

【転入と転出の推移】

資料：和歌山県人口動態統計
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⑥婚姻・離婚数

婚姻数は、令和元年には 42 件と多かったものの、令和５年には 21 件と減少傾

向にあります。離婚数は令和元年以降 10 件台で推移しており、令和５年には 11

件となっています。

【婚姻・離婚数の推移】

資料：和歌山県人口動態統計
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（２）世帯数

①世帯数および高齢者世帯数

総世帯数は平成 17 年以降ゆるやかに減少しており、令和２年は 3,585 世帯と

なっています。

高齢者単身世帯は増加傾向にあり、令和２年には 612 世帯、総世帯に占める割

合は 17.1％となっています。高齢者夫婦のみ世帯は、ほぼ横ばいで推移し、令和

２年には 530 世帯となっています。

【世帯数の推移】

資料：国勢調査

②ひとり親世帯数

ひとり親世帯数をみると、母子世帯は平成 17 年から平成 27 年にかけて以降増

加傾向にあり、令和２年には 50 世帯となっています。父子世帯は、10 世帯以下

で推移しています。

【ひとり親世帯数の推移】

資料：国勢調査

平成17 年 平成22 年 平成27 年 令和２年

母子家庭（世帯） 39 39 47 50

父子家庭（世帯） 10 4 9 10

平成17 年 平成22 年 平成27 年 令和２年

一般世帯（世帯） 3,819 3,744 3,644 3,585

高齢者を含む世帯（世帯） 2,258 2,173 2,134 2,123

高齢独居世帯（世帯） 472 534 564 612

高齢夫婦世帯（世帯） 583 486 502 530

一般世帯に占める高齢独居世帯の割合（％） 12.4 14.3 15.5 17.1
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（３）要支援・要介護認定者数

要支援・要介護認定者数をみると、全体としては減少傾向にあり、令和６年で 708

人となっています。要介護認定率はほぼ横ばいで、令和６年で 21.0％となっていま

す。

【要支援・要介護認定者数の推移】

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和７年以降は推計値）

（４）障害者手帳交付数

障害者手帳交付数をみると、身体障害者手帳はゆるやかな減少傾向を示してい

ますが、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は、ゆるやかな増加傾向にあります。

【障害者手帳交付数の推移】

（単位：人）

資料：社会福祉行政業務報告

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

身体障害者手帳 464 468 465 456 438 423 410

療育手帳 112 112 112 117 121 123 126

精神障害者保健

福祉手帳
78 80 84 84 91 97 101
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（５）認知症高齢者数

認知症高齢者数は、令和 4 年度までは 400 人台で推移していましたが、令和６

年度には 650 人、高齢者に占める割合は 19.2％となっています。

【認知症高齢者数の推移】

資料：保健福祉課

（６）生活保護及び生活資金等の状況

①生活保護世帯数

生活保護世帯数は 30 世帯程度で推移しており、令和６年度は 31 世帯となって

います。

【生活保護世帯数の推移】

資料：保健福祉課

②生活資金及び生活福祉資金利用世帯数

町社会福祉協議会による生活資金利用世帯数は令和６年度時点で１世帯となっ

ています。なお、令和２～４年度には新型コロナウィルス感染症の影響による休

業・失業等で、生活福祉資金の特例貸付を利用されている方がいましたが、令和６

年度時点で利用者はいません。

【生活資金及び生活福祉資金利用世帯数の推移】

資料：社会福祉協議会

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

高齢者数（人） 3,450 3,476 3,448 3,450 3,433 3,397 3,383

認知症高齢者数（人） 419 430 429 425 418 613 650

高齢者に占める割合（％） 12.1% 12.4% 12.4% 12.3% 12.2% 18.1% 19.2%

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

生活保護世帯（世帯） 33 32 34 30 28 29 31

生活保護人員（人） 40 38 38 35 34 36 36

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

生活資金利用世帯数

（町社協）
4 5 3 4 5 5 1

生活福祉資金利用世

帯数（県社協）
- - - 1 - 3 -

コロナ特例貸付 - - 54 49 11 - -
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（７）自殺の状況

町の人口 10 万人あたりの自殺率は令和 5 年で 34.4 人と、県・国を上回って

います。

原因別でみると、健康問題や勤務問題、家庭問題、経済・生活問題が多くなって

います。

【自殺率の推移】

資料：和歌山県人口動態統計

【令和３～５年原因別自殺者数（複数）】

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」

（注）自殺の原因・動機に係る集計については、家族の証言等から自殺の原因・動機と考えられるものについて、原

因・動機を４つまで計上可能としているため、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは

一致しません。

家庭問題 健康問題
経済・

生活問題
勤務問題 交際問題 学校問題 その他 不詳

自殺原因（件） 3 6 3 5 0 0 1 2

15.7 16.4 16.5 17.4 17.4
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（10万人対）
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（８）刑法犯認知件数

刑法犯認知件数をみると、各年 10～20 件台で推移し、犯罪率は県を下回って

います。

和歌山県における再犯率は、40％台後半で推移し、令和４年は 48.3％と、国の

水準とほぼ変わらない状況にあります。

再犯を防止するため、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボ

ランティアである保護司が令和５年現在９人、更生保護活動に取り組まれていま

す。

【刑法犯認知件数・犯罪率の推移】

資料：和歌山県警察「和歌山県の犯罪情勢」

【再犯率の推移（和歌山県）】

資料：和歌山県警察「和歌山県の犯罪情勢」

平成30 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

刑法犯検挙者数（人） 1,709 1,590 1,474 1,443 1,440

再犯者数（人） 815 732 665 651 696

再犯者率（％） 47.7 46.0 45.1 45.1 48.3

再犯者率（全国）（％） 48.8 48.8 49.1 48.6 47.9
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２．地域福祉活動・団体の状況

（１）自治会（区）

自治会（区）は、基本的な自治組織として位置づけられ、川辺地区に 21 区、中

津地区に 25 区、美山地区に 33 区あります。

住民同士の交流や環境整備活動・防災活動等を行い、住民だれもが加入できる自

主的な自立した任意の近隣住民のコミュニティ組織です。

（２）民生児童委員

民生児童委員は、地域福祉の推進における重要な役割を担っており、本町におい

ても、住民の最も身近な相談相手として、地域の見守り役として、また、地域のニ

ーズを行政につなぐパイプ役として活動しており、川辺地区に 24 人（主任児童委

員２人含む）、中津地区に 14 人（主任児童委員１人含む）、美山地区に 16 人（主

任児童委員１人含む）います。

（３）地域見守り協力員

地域見守り協力員は、高齢者などが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、日常

生活の中でさりげない見守りや声かけを行うボランティアであり、令和７年 12 月に

は 38 人が活動しています。

（４）老人クラブ

老人クラブの加入者数は、令和６年度にクラブ数が４クラブ減少したこともあ

って減少傾向にあり、令和６年度では 1,475 人となっています。

【老人クラブ数の推移】

資料：保健福祉課

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

老人クラブ数（団体） 44 43 43 44 43 43 39

加入者数（人） 2,061 1,938 1,893 1,930 1,815 1,694 1,475



22

（５）福祉ボランティア

福祉ボランティアの団体数は令和 6 年度で 14 団体となっており、団体の登録

人数は令和６年度に１９７人となっています。個人ボランティアは、令和６年度で

４７人となっています。

【福祉ボランティア数の推移】

資料：社会福祉協議会

（６）ふれあいいきいきサロン

ふれあいいきいきサロンは、令和６年度に 28 サロンとなっており、参加者は回

復傾向で、令和６年度では 1,952 人となっています。

【ふれあいいきいきサロン数の推移】

資料：保健福祉課

（７）認知症サポーター

認知症サポーターは、認知症サポーター養成講座を毎年実施していることによ

り、年間 100～200 人の登録者の増加があり、令和６年度では 2,871 人となっ

ています。

【認知症サポーター数の推移】

資料：保健福祉課

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

団体数（団体） 15 15 15 15 16 16 14

団体登録者数（人） 218 216 216 198 200 197 197

個人ボランティア数（人） 60 59 59 51 49 47 47

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施箇所数（か所） 25 25 25 25 25 28 28

参加者数（人） 2,752 2,644 231 231 564 1,277 1,952

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

養成講座受講者数（人） 172 101 149 154 105 151 111

登録者数（人） 2,010 2,111 2,260 2,414 2,519 2,760 2,871
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（８）シルバー人材センター

平成 30 年度にシルバー人材センターを立ち上げ、60 歳以上の高齢者の方々に

社会参加と生きがいづくりの場を提供しています。

長年の豊かな経験と能力を持つ高齢者を会員として、草刈り・みかんの収穫等農

作業や掃除等の家事的作業を請け負っています。令和６年度は 107 人の会員登録

があります。

（９）地域包括支援センター相談件数

地域包括支援センター相談件数は、200～300 人台で推移し、令和６年度は

339 件となっています。

【地域包括支援センター相談件数の推移】

資料：保健福祉課

（10）子育て支援センター利用者数

子育て支援センター利用者数は減少傾向にあり、令和６年度は川辺支援センタ

ーで 1,972 人、中津支援センターで 291 人となっています。

【子育て支援センター利用者数の推移】

資料：住民課

（11）ファミリーサポートセンター利用者数

令和６年度のファミリーサポートセンター会員数は 18 人、利用者数は 77 人と

なっています。

【ファミリーサポートセンター利用者数の推移】

資料：住民課

平成30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

相談件数（件） 263 257 291 300 307 282 339

令和４年度 令和５年度 令和６年度

川辺支援センター利用者数（人） 1,958 3,041 1,972

中津支援センター利用者数（人） 187 73 291

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

会員数（人） 3 28 17 19 19 18

利用者数（人） 16 77 79 66 74 77
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32.4 17.3 

2.8

18.7 18.1

2.0

7.4 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

区 小学校区 中学校区

旧町村 日高川町全体 その他

意識したことはない 無回答

45.5

15.9

12.9

10.5

4.6

3.0

1.8

1.0

2.8

33.4

0.6

0 20 40 60

自治会・行政関係（区内行事など）

高齢者関係

（サロン、老人クラブ、高齢者スポーツなど）

環境関係

（自然愛護、美化運動、リサイクル運動など）

社会福祉協議会・ボランティア関係

保健・医療関係

（健康教室など）

子育て関係

（託児、育児相談、育児サークルなど）

青少年関係

（悩み相談、子ども会活動など）

障がい者関係

（手話サークル、生活支援など）

その他

参加していない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

３．アンケート調査の概要

本計画の策定に向け、町民の地域福祉活動や福祉のまちづくりのあり方について

の考え方・意識等を把握するための基礎調査を、令和６年 12 月に実施しました。

■地域の範囲

「地域」はどういった範囲だと思うかについては、「区」の割合が32.4％と最も高くなっています。

「小学校区」が17.3％、「中学校区」が2.8％、「旧町村」と「日高川町全体」が18％台となってい

る一方、「意識したことはない」が7.4％となっています。

■参加している地域活動

現在参加している地域活動については、「自治会・行政関係（区内行事など）」の割合が45.5％と

最も高く、次いで「高齢者関係（サロン、老人クラブ、高齢者スポーツなど）」（15.9％）、「環境関係

（自然愛護、美化運動、リサイクル運動など）」（12.9％）などの順となっています。一方、「参加し

ていない」が33.4％となっています。

配布数 有効回収数 回収率

1,000票 497票 49.7％
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45.8

21.7

21.7

13.3

7.2

6.0

4.8

4.2

1.8

1.2

0.0

0.0

12.0

1.8

0 20 40 60

仕事をもっているので時間がない

どのような活動があるのかわからない

健康や体力に自信がない

興味のもてる活動が見つからない

参加しても楽しくない

家事・育児に忙しくて時間がない

病人・高齢者・障がい者の介護などで時間がない

地域にあまり関わりたくない

地域活動は必要がないと思う

地域活動をするうえでの経済的負担が大きい

PTAで時間がない

家族の理解がない

その他

無回答

(%) 

全体

（n=166)

28.8 57.7 8.2

0.8

4.2 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

とても愛着がある ある程度愛着がある あまり愛着がない

まったく愛着がない わからない 無回答

■地域活動に参加していない理由

地域活動に参加していない人の理由については、「仕事をもっているので時間がない」の割合が

45.8％と最も高く、次いで「どのような活動があるのかわからない」と「健康や体力に自信がない」

が21.7％などの順となっています。

■地域への愛着

住んでいる地域への愛着については、「とても愛着がある」が28.8％、「ある程度愛着がある」が

57.7％と愛着のある人が合わせて86.5％となっています。
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66.7

41.0

33.3

15.4

12.8

10.3

7.7

7.7

0 20 40 60 80

買い物が不便

交通の便が悪い

人間関係が難しい

公的施設が充実していない

医療・福祉が充実していない

住民のつながりが希薄

教育環境が充実していない

その他

(%) 

全体

（n=39)

22.9 66.4 7.2

0.62.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

とても住み心地がよい ある程度住み心地がよい

あまり住み心地がよくない まったく住み心地がよくない

わからない 無回答

■地域の住み心地

住んでいる地域の住み心地については、「とても住み心地がよい」が22.9％、「ある程度住み心地が

よい」が66.4％と、住み心地がよいとする人が合わせて約９割となっています。

■地域の住み心地がよくない理由

住み心地がよくない理由をみると、「買い物が不便」が66.7％と際立って多くなっています。次い

で「交通の便が悪い」が41.0％、「人間関係が難しい」が33.3％で続いています。
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26.4 48.1 13.5 11.3 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

よく参加している ある程度参加している

あまり参加していない ほとんど、あるいはまったく参加していない

無回答

■区の活動の参加状況

区の活動への参加状況については、「よく参加している」が26.4％、「ある程度参加している」が

48.1％、「あまり参加していない」が13.5％、「ほとんど、あるいはまったく参加していない」が

11.3％となっています。

■区の活動に参加している理由

区の活動に参加している人の理由については、「近所に住む者の義務だと思う」の割合が69.5％と

最も高く、次いで「なんとなく、昔からそうだから」が28.6％、「役員になっている」が24.1％な

どの順となっています。

69.5

28.6

24.1

21.1

15.7

13.2

11.1

5.1

2.2

1.4

0 20 40 60 80

近所に住む者の義務だと思う

なんとなく、昔からそうだから

役員になっている

参加しないと住みづらくなる

行事や活動の内容に興味や関心がある

大勢で活動するのが楽しい

近所の人や知り合いに誘われる

時間に余裕がある

その他

無回答

(%) 

全体

（n=370)
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21.1

19.5

17.1

17.1

14.6

13.8

13.0

13.0

4.9

3.3

15.4

5.7

0 10 20 30

仕事や家事・介護・育児などで忙しい

自分の趣味や余暇活動を優先したい

何を、いつ、どこでやっているのかわからない

病気や障がいなどで参加しづらい

役員などになっていない

行事や活動の内容に興味や関心がない

一人で参加するのは心細い

付き合いがわずらわしい

参加しても楽しくない

その場所に行く方法や交通手段がない

その他

無回答

(%) 

全体

（n=123)

62.6

38.4

33.2

18.5

13.5

10.3

8.9

7.8

5.2

1.4

11.5

2.6

0 20 40 60 80

見守りや安否確認の声かけ

災害時の手助け

高齢者の話し相手

買い物の手伝い

悩み事の相談相手

通院などの外出の手伝い

短時間の子どもの預かり

家事の手伝い（掃除・洗濯・ゴミ出し等）

配食（お弁当等）

その他

特にない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

■区の活動に参加していない理由

区の活動に参加していない理由については、「仕事や家事・介護・育児などで忙しい」の割合が

21.1％と最も高く、次いで「自分の趣味や余暇活動を優先したい」が19.5％、「何を、いつ、どこで

やっているのかわからない」と「病気や障がいなどで参加しづらい」が17.1％などの順となっていま

す。

■介護や子育てで困っている家庭への手助け

隣近所に介護や子育てで困っている家庭があった場合にできる手助けについては、「見守りや安否確

認の声かけ」の割合が62.6％と最も高く、次いで「災害時の手助け」が38.4％、「高齢者の話し相

手」が33.2％などの順となっています。
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69.2

56.1

40.4

38.6

22.3

16.9

16.5

8.2

6.0

9.1

1.4

1.4

0 20 40 60 80

安否確認

安全な場所への避難の手助け

災害状況や避難情報の伝達

家族や親族への連絡

生活必需品の確保

一時的な保護

介護や手当が必要な人への対応

精神的なケア

協力できない、または難しい

わからない

その他

無回答

(%) 

全体

（n=497)

7.0 44.7 29.6

1.8

15.1 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

とても感じる 少し感じる あまり感じない まったく感じない

わからない 無回答

■災害時に支援が必要な方への助け合い・協力

災害時に支援が必要な人にどのような助け合いや協力ができるかについては、「安否確認」の割合が

69.2％と最も高く、次いで「安全な場所への避難の手助け」が56.1％、「災害状況や避難情報の伝

達」が40.4％などの順となっています。

■地域の中での支え合い

地域の中で互いの生活を支え合っていると感じるかについては、「とても感じる」が7.0％、「少し

感じる」が44.7％、「あまり感じない」が29.6％、「まったく感じない」が1.8％となっています。
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58.4

27.4

21.1

13.3

8.9

1.4

12.1

2.4

0 20 40 60

地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと

支えあう地域づくりに関する

情報の提供や意識啓発をすること

同じ立場にある人同士が力をあわせること

地域の区等の活動や社会福祉協議会、

ボランティア活動への参加をうながすこと

地域で活動するさまざまな

団体相互の交流を進めること

その他

わからない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

25.2 38.6 30.0

0.80.6

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

聞いたこともないし、制度も知らない 聞いたことはあるが、制度のことは知らない

制度は知っているが、利用する必要がない 制度を利用している

制度を利用したいが、相談先がわからない 無回答

■ともに支え合う地域づくりに必要なこと

住民同士がともに支え合う地域づくりに必要なことについては、「地域の人々が知り合い、触れ合う

機会を増やすこと」の割合が58.4％と際立って高く、次いで「支えあう地域づくりに関する情報の提

供や意識啓発をすること」が27.4％、「同じ立場にある人同士が力をあわせること」が21.1％など

の順となっています。

■成年後見制度について

成年後見制度の認知度については、「聞いたこともないし、制度も知らない」が25.2％、「聞いたこ

とはあるが、制度のことは知らない」が38.6％、「制度は知っているが、利用する必要がない」が

30.0％で、「制度を利用している」は0.8％となっています。



31

43.1

33.4

11.3

11.1

10.5

5.6

5.0

4.6

4.0

3.8

2.4

2.0

1.2

32.2

2.8

0 20 40 60

地域の行事のお手伝い

環境美化に関する活動（自然愛護や美化活動、リサイクル運動）

高齢者に関する活動（高齢者の見守り活動・

趣味のクラブ活動等への協力・老人施設等訪問）

防犯・交通安全に関する活動

災害時の救援などに関する活動

子育てに関する活動

（託児・子育て相談や子育てサークル支援）

保健に関する活動（健康教室等の支援、献血ボランティアとしての活動）

福祉のまちづくりに関する活動（地区社協活動、福祉マップづくり）

障がいのある人に関する活動（手話や音読・

点字訳による支援や外出支援、施設訪問）

青少年に関する活動（悩み相談や交流、

自殺防止、子ども会活動などの支援）

国際交流に関する活動

人権が尊重されるまちづくりに関する活動

（人権侵害、成年後見、再犯防止など）

その他

参加した経験はない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

60.4

31.6

26.6

11.7

10.7

6.2

5.2

4.0

2.6

2.4

2.4

7.6

7.2

0 20 40 60 80

自分にあった時間や内容の活動がある

自分の仕事や特技を生かせることがある

友人や家族と一緒に活動できる

身近な団体や活動内容に関する情報がある

活動資金の補助、援助の充実がされる

家族や職場の理解が得られる

活動参加によるメリット（進学や就職に

有利、若干でも報酬がある等）がある

自分の所属する学校や職場の活動である

平日夜間や休日のボランティア講座を受けることができる

ボランティアグループに入れる

その他

どんな条件が整っても興味もなく、参加してみたいとは思わない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

■ボランティア活動への参加状況

参加したことのあるボランティア活動については、「地域の行事のお手伝い」の割合が43.1％で最

も高く、次いで「環境美化に関する活動（自然愛護や美化活動、リサイクル運動）」が33.4％などの

順となっている一方、「参加した経験はない」が32.2％となっています。

■ボランティアに参加しやすくするためには

ボランティア活動に参加する条件については、「自分にあった時間や内容の活動がある」の割合が

60.4％で最も高く、次いで「自分の仕事や特技を生かせることがある」が31.6％、「友人や家族と一

緒に活動できる」が26.6％などの順となっている一方、「どんな条件が整っても興味もなく、参加し

てみたいとは思わない」が7.6％となっています。
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28.6 19.5 29.4 10.3

1.2

7.2 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

学校教育の中で学ぶ 家庭の中で親から学ぶ

地域の活動などを通じて学ぶ 生活していく中で自然に身につく

その他 わからない

無回答

21.9 76.1 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

ある ない 無回答

■福祉教育について

地域における子どもたちに対する福祉教育の行い方については、「地域の活動などを通じて学ぶ」の

割合が29.4％と最も高く、次いで「学校教育の中で学ぶ」が28.6％、「家庭の中で親から学ぶ」が

19.5％、「生活していく中で自然に身につく」が10.3％などとなっています。

■自死を考えた経験

これまでの人生で、自死を考えたことがあるかについては、「ある」が21.9％、「ない」が76.1％

となっています。
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38.5

22.9

22.0

21.1

12.8

11.0

14.7

0.9

0 20 40

家庭に関すること（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等）

仕事に関すること（職場環境の変化、

パワハラ、職場の人間関係、長時間労働等）

健康に関すること（自分の病気の悩み、からだの悩み等）

経済的・生活問題（借金、生活苦、事業不振、失業等）

男女の問題（失恋、恋愛、結婚をめぐる悩み等）

学校の問題（いじめ、学業不振、進路の悩み、教師との人間関係等）

その他

無回答

(%) 

全体

（n=109)

50.5

43.3

32.0

24.9

24.7

24.3

23.1

21.1

16.9

16.3

16.3

12.9

9.9

4.6

3.4

7.2

0 20 40 60

学校での「いのちの教育」の充実

生きがいや居場所づくりの促進

生活困窮者への相談体制・支援の充実

職場でのメンタルヘルス対策

地域による見守り・支え合い

行政の相談窓口の体制強化と周知

SNSなど気軽に相談できるしくみづくり

うつ病や自殺防止に関する啓発

自殺未遂者への支援

就労や職業訓練に対する支援

医療機関の診療体制の強化

債務や労働問題等の法律相談

自死遺族等の支援

ゲートキーパーの養成

その他

無回答

(%) 

全体

（n=109)

■自死を考えた理由

自死を考えた人の理由については、「家庭に関すること（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看

病等）」の割合が38.5％で最も高く、次いで「仕事に関すること（職場環境の変化、パワハラ、職場

の人間関係、長時間労働等）」、「健康に関すること（自分の病気の悩み、からだの悩み等）」、「経済的・

生活問題（借金、生活苦、事業不振、失業等）」がそれぞれ２割台前半となっています。

■自殺対策について

重要だと思う自殺対策については、「学校での『いのちの教育』の充実」の割合が50.5％で最も高

く、次いで「生きがいや居場所づくりの促進」が43.3％、「生活困窮者への相談体制・支援の充実」

が32.0％などの順となっています。
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41.2

1.2

9.9

8.5

2.2

1.6

6.2

5.0

1.2

4.2

4.4

39.6 

12.5 

25.8 

22.9 

15.1 

11.7 

17.7 

11.1 

4.0 

17.3 

16.5 

8.9

66.6

44.9

48.9

62.8

66.4

55.9

64.4

74.8

58.6

60.2

10.3

19.7

19.5

19.7

19.9

20.3

20.1

19.5

19.9

19.9

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①いのちの電話

②はあとライン

③こころの電話

④いのちのSОS

⑤よりそいホットライン

⑥心の健康相談統一ダイヤル

⑦こころの相談（保健所）

⑧精神保健福祉センター

⑨ゲートキーパー

（自死について研修を受けた人）

⑩２４時間あんしんコールセンター

⑪自殺予防週間/自殺予防月間

言葉も内容も知っている 内容は知らないが聞いたことがある

知らなかった 無回答

■自殺対策窓口等の認知度

自殺対策窓口等の認知度については、「言葉も内容も知っている」と回答した人の割合は、「いのち

の電話」が41.2％と最も高く、次いで「こころの電話」が8.9％、「いのちのSOS」が8.5％などの

準となっています。

■再犯防止に対する考え

「犯罪をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れることが自然にできる『誰一人

取り残さない』社会の実現が大切である。」という考えへの賛否については、「そう思う」が28.4％、「ど

ちらかといえばそう思う」が35.0％で、63.4％が賛同しています。

28.4 35.0 25.6 4.6

1.8

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=497）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

まったくそう思わない 無回答



35

53.3

34.4

23.7

19.7

19.3

19.3

15.3

15.1

13.7

11.9

8.5

4.8

1.6

1.6

5.0

0 20 40 60

安定的な仕事確保のための就労支援や職業訓練の実施

カウンセリングや生活指導による継続的な支援

社会復帰に向けた気軽に相談できる体制の整備

警察や福祉機関、矯正施設などとの連携による支援体制の強化

公営住宅の提供など安定した住まいの確保

薬物やアルコール依存からの立ち直りに対する支援

再犯防止を行う団体や保護司に対する活動支援

警察や地域が連携したパトロールなどによる犯罪の未然防止

孤立防止に向けた地域の交流や社会参加の促進

罪を犯した人への偏見や差別をなくすための教育や啓発

社会復帰のための家族への支援の強化

高齢者や障がいのある人への医療・福祉サービスの利用促進

その他

特に取り組む必要はない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

41.9

38.0

34.6

30.4

27.6

24.1

18.3

13.1

13.1

12.3

9.7

3.6

1.4

3.8

3.4

0 20 40 60

高齢や障がいがあっても、在宅生活が続けられるサービスの充実

高齢者、障がい者の入所施設の整備

身近なところで何でも気軽に相談できる窓口の充実

住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援

（住民同士や行政との協力・連絡など、助け合う組織）

子育て支援の充実

健康診断・がん検診などの保健医療サービスの充実

保健福祉に関する情報提供や制度案内の充実

健康増進・維持のための相談や訪問指導などサービスの充実

低所得者の自立支援

ボランティアなどの参加の促進や支援

福祉教育の充実

サービス利用者などを保護する権利擁護や苦情対応などの取り組み

その他

わからない

無回答

(%) 

全体

（n=497)

■再犯防止対策について

再犯防止のために町や地域が取り組むべきことについては、「安定的な仕事確保のための就労支援や職

業訓練の実施」の割合が53.3％で最も高く、次いで「カウンセリングや生活指導による継続的な支援」

が34.4％、「社会復帰に向けた気軽に相談できる体制の整備」が23.7％などの順となっています。

■日高川町が取り組むべき福祉施策

今後、日高川町が優先して取り組むべき福祉施策については、「高齢や障がいがあっても、在宅生活が続け

られるサービスの充実」の割合が41.9％で最も高く、次いで「高齢者、障がい者の入所施設の整備」が

38.0％、「身近なところで何でも気軽に相談できる窓口の充実」が34.6％などの順となっています。
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４．地域懇談会の結果（抜粋）

本計画の策定に向け、地域の生活課題やその解決策について、町民のご意見をお

聞きするため、令和７年４月に地域懇談会を３地区で実施しました。

地域懇談会で出された主な課題は次のとおりです。

地区 開催日 参加者

美山地区 令和７年４月19日 22名

中津地区 令和７年４月19日 23名

川辺地区 令和７年４月20日 26名

地区 主な課題

美山地区

【子どもの生活課題】

◯少子化により、子どもの交流が少ない

【高齢者の生活課題】

◯高齢者の一人暮らしが多い

◯福祉サービスの人材不足やサービス不足で在宅生活が望んでも

できない

◯高齢者の介護サービスの充実

◯高齢者施設の充実を存続し、高齢者の交流を進める

【障がい者の生活課題】

◯近くに作業所や入所施設がない

◯障がい者がサービス利用について拒否するケースがある

◯バリアフリー化の推進

◯雇用の場が必要

【町民全体の生活課題】

◯買い物難民

◯防犯

◯人口流出によりコミュニティが維持できない

◯衣食住を満足するための移動手段に将来的な不安がある

◯合併後、美山地区の公的インフラ、金融インフラの置き去り感

がある

中津地区

【子どもの生活課題】

◯町外から移住した子どもと地域住民の交流が少ない

◯地域住民と学校との交流が少ない

【高齢者の生活課題】

◯安否確認の連絡が不十分
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◯日常の買い物が不便

◯頼れる身内のない高齢者の増加

◯在宅介護のための訪問介護ヘルパーの人材不足

◯免許返納後の移動、生活

◯高齢者施設・サービスの充実

◯経済的に困窮し、年金など生活費が少ない

◯高齢者ばかりになっている

◯介護人材不足、介護職員の待遇問題

【障がい者の生活課題】

◯公共施設のバリアフリー化。学校にエレベーターがなく、階段

使用のため、不便

◯車いすが不十分

◯障がい者がひきこもりになりがちである

【町民全体の生活課題】

◯若者の減少、祭りなどの行事の存続が困難

◯農耕地の管理・維持の問題

◯働く場所が町内に少ない

◯医療機関まで遠い

◯ひきこもり者に対するアプローチがわからない

川辺地区

【子どもの生活課題】

◯地域と子どものつながりが薄れている

◯子どもを育てる環境づくり、居場所づくり

◯若い世代の親が地域との関わりが少ない

【高齢者の生活課題】

◯一人暮らしの高齢者の増加により訪問支援が必要

◯高齢者を支援する環境づくり

◯生きがいづくり、安心・安全の確保

◯通勤、買い物の交通手段

◯人の世話になりたくない人がいる

◯介護サービスの仕組みがわかりにくい

【障がい者の生活課題】

◯災害時の対応、情報伝達、避難

◯障がいへの理解が不十分

【町民全体の生活課題】

◯地域のコミュニケーション

◯空き家対策

◯町内の関係が希薄化している
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５．日高川町の特徴とまちづくりの方向性

以上の、関連計画及び地域データ、アンケート調査結果、地域懇談会の内容を踏

まえ、本計画の基本目標を検討します。

総
合
計
画

◆原則１： OPEN 〜開かれたまちづくり〜

◆原則２： HOPE 〜希望の持てるまちづくり〜

◆原則３： CHALLENGE 〜挑戦できるまちづくり〜

◆地域の個性で創る 元気創造空間 日高川町

◆だれもが元気になる健康福祉のまち

１．健康づくり・医療体制の充実

２．地域福祉の充実

３．子育て支援の充実

４．高齢者福祉の充実

５．障がい者福祉の充実

地
域
デ
ー
タ

· 人口の減少、高齢化の進行、子どもの減少
· 高齢者単身世帯の増加
· 世帯あたり人員の低下
· 認知症高齢者数の増加
· 自殺者数の増加
· 老人クラブ数・加入者数の減少、福祉ボランティアの減少
· 認知症サポーター登録者の増加

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

· 「地域」の範囲を「区」という意識を持つ人が多い
· 住んでいる地域への愛着が高い
· 住んでいる地域の住み心地がよい
· 区の活動に参加している人が多い
· 地域の生活課題に対する自主的な協力意識が高い
· 地域での支え合い意識がまずまず高い
· 災害時のボランティア意識が高い
· 地域づくりには、人々が知り合い、触れ合う機会を増やすことが必要
· 成年後見制度の認知度が低い
· 地域の行事や環境美化活動などのボランティアに参加する人が多い
· 自殺対策には学校での「いのちの教育」や生きがい、居場所づくりの取組
が必要

· 再犯防止には就労支援や職業訓練、カウンセリングや生活指導などの支援
が必要

· 町の優先事項は、在宅生活の支援と入所設備の整備
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「つながり・支え合い」の地域づくり

「支援」が行き届く包括的な体制づくり

「安全」で「安心」して暮らせるまちづくり

地
域
懇
談
会
に
よ
る
課
題

· 地域と子どもの交流の促進が必要
· 子どもを育てる環境づくり、居場所づくりが必要
· 福祉サービスの人材不足やサービス不足により在宅生活が難しい
· 高齢者施設や介護サービスの充実、わかりやすい周知が必要
· 特に一人暮らし高齢者に対する見守り、支え合いが必要
· 若者や高齢者、障がい者のひきこもり対策が必要
· 買い物や通院に対する移動支援
· 障がい者の作業所などの就労支援や入所施設が必要
· 公共施設のバリアフリー化が必要
· 障がい者への理解の促進が必要
· 人口減少・少子高齢化による地域コミュニティの弱体化
· 世代間交流や多分野連携など、地域のコミュニケーションが必要
· 防災や防犯など安全・安心に暮らせるまちづくりの重要性
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第３章 計画の基本的な考え方

１．計画の基本的な方向

（１）基本理念

本町では、「総合計画」において、町の将来像を『地域の個性で創る 元気創

造空間 日高川町』とし、「開かれたまちづくり」、「希望のもてるまちづくり」、

「挑戦できるまちづくり」の３つのまちづくりの基本原則により施策を進めて

います。

地域福祉としては、「総合計画」においては、『だれもが元気になる健康福祉

のまち』という政策目標のもと、「健康づくり」「地域医療体制の充実」「支え合

う地域づくり」「子育てを支援する仕組みづくり」「地域包括ケアシステムの充

実」等の基本施策を掲げて、地域づくりやまちづくりを進めています。

第３期計画の基本理念は、前期計画の継承とさらなる発展をめざし、『みんな

で支え合い、心豊かに暮らせるまち 日高川』を基本理念として、自助・互助・

共助・公助の役割分担のもと、計画の推進を図るものとします。

【基本理念】
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（２）基本目標

本町における地域福祉の推進を図るためには、住民一人ひとりがまちの将来

の姿を想像し、住み慣れたこの地域で安心していきいきと暮らしていくために

どうすればいいかを考え、自分でできることに取り組んでいくことが重要とな

ります。

そのために、住民一人ひとりの地域福祉に対する関心を高め、地域のつなが

りの中で各自が自分の能力を発揮して互いに支え合う地域づくりを進めるに

あたり、以下の３つの基本目標を設定します。

【基本目標】

基本目標１ 「つながり・支え合い」の地域づくり

基本目標２ 「支援」が行き届く包括的な体制づくり

基本目標３ 「安全」で「安心」して暮らせるまちづくり

２．支え合いの地域づくりのために

地域福祉は行政だけではなく、住民一人ひとりが関わって、地域の人々と互

いに助け合い、支え合って推進していくものです。

本計画の推進にあたっては、地域福祉の推進のために住民、地域、行政に期

待される役割を明確にして、『みんなで支え合い、心豊かに暮らせるまち 日高

川』を目指します。

（１）住民一人ひとりに期待される役割（自助）

住民は福祉サービスの利用者であるとともに、地域福祉に関わる諸活動の担

い手でもあります。地域の生活課題に対して関心を持ち、理解を深め、課題解

決のために必要な知識などを深めていくとともに、地域社会を構成するメンバ

ーとして、諸課題の解決に向けて、自分にできる地域活動に積極的に参加して

いくことが期待されます。

（２）地域に期待される役割（互助・共助）

家族や隣近所、友人・知人、サークル等の身近な人間関係の中で、継続的な

見守りや声かけ、困りごとへの相談対応、買い物支援等の日常的な助け合い、
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災害時の要支援者の安否確認、避難支援、避難所での生活支援など、住民同士

の顔の見える関係を基盤とした自発的な支え合い・助け合いの推進が求められ

ます。

一方、社会福祉協議会や地域の様々な組織・団体（自治会、ボランティア団

体、NPO 等）では、ひとりでは支えることが難しい課題に対して、住民のサポ

ートを行うなど、地域に密着し、地域の中でより多くの人々との接点が広がる

ように、支え合いの機会を拡大していくことが期待されます。さらに活動を通

じて、行政等の公共との接点となり、地域住民と行政とのネットワークの構築

等も期待されます。

（３）行政の役割（公助）

行政は、個人や地域では対応が難しい様々な課題に対して、公的支援を行う

ことや、公的な福祉サービスの提供、地域ニーズに適したサービス提供基盤の

整備など、住民や地域で活動する人々を支援する取組を行います。

また、地域福祉活動を行いやすくするため、地域福祉に対する意識啓発、と

もに支え合う地域コミュニティづくりなど、地域福祉推進のための環境づくり

に取り組んでいきます。
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３．第３期地域福祉計画の目標指標

本計画では、計画期間での取組の成果を客観的に測定する指標として、下記

の項目を設定します。

計画終了年度に目標値の評価を行い、次期計画策定の参考資料としていきま

す。

現状値 目標値

老人クラブ

・クラブ数 39クラブ 39クラブ

・クラブ会員数 1,475人 1,475人

ボランティア登録数

・団体登録者人数 197人 210人

・個人登録者人数 47人 55人

稼働いきいきサロン

・箇所数 28か所 30か所

・参加者数 年間1,952人 年間2,100人

認知症サポーター人数 2,871人 3,100人

お互いの生活を地域で支え合っていると感じている

割合
51.7％ 60％

成年後見制度の認知度 31.4％ 50％

見守り協力員人数 38人 45人

子育て支援センター利用件数 2,263人 2,300人

ファミリーサポートセンター利用者数 77人 80人

病院等施設からの地域への移行者数 １人 １人

ゲートキーパー養成講座受講人数 ― 100人

こころの相談（保健所）の認知度 23.9％ 30％

再犯防止に向けて、『誰一人取り残さない』社会の実

現が大切であるという考えに賛同する割合
63.4％ 70％
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４．施策の体系

基本理念 基本目標 基本施策

（２）担い手の育成

（３）利用しやすいサービス提供体制

（１）防災・防犯体制の強化

基本目標２

「支援」が行き届く
包括的な体制づくり

基本目標３

「安全」で「安心」
して暮らせる
まちづくり

（１）情報提供の充実

（２）相談支援体制の強化

（３）地域福祉に関わる団体・関係機関との協働
み
ん
な
で
支
え
合
い

心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

日
高
川

基本目標１

「つながり・支え合
い」の地域づくり

（１）つながりをつくる仕組みづくり

（２）社会福祉協議会、各種団体との連携の強化

（３）権利擁護の推進
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第４章 基本目標と施策の展開

基本目標１：「つながり・支え合い」の地域づくり

住み慣れた地域の中で安心して暮らしていくためには、つながりのある様々

な人々が互いに支え合い、ともに地域をよりよいものにしていくための取組に

関わっていくことが重要です。近年、単身世帯の増加や核家族化により、地域

とのつながりの希薄化が進み、社会的孤立のリスクが高まっています。

地域の中での支え合いや行政による公的サポートを中心に、町民が個人や地

域の様々な活動につながるよう、日高川町全体の地域福祉の基盤や環境整備を

図り、地域福祉の推進に関わる諸活動を支える取組を本計画の基本目標の一つ

とします。特に、孤独・孤立対策を重要な視点として位置づけ、誰一人取り残

されることのない地域社会の実現を目指します。

（１）つながりをつくる仕組みづくり

近年では、多様性が許容されると同時に、人々のつながりが希薄になり、

地域とともに暮らす人々が少なくなっています。働き方の多様化やライフス

タイルの変化により、かつて当たり前だった地域での顔の見える関係が失わ

れつつあります。本町には従来からの人と人との「つながり」や良き隣人と

しての「人間関係」が存在しており、様々な寄り合いや催事が各地域におい

て頻繁に行われています。

アンケートでは、住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるためには、

「地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」（58.4％）が必要との

回答が最も多くなっています。地域懇談会でも「地域と子どもの交流促進」

「世代間交流の必要性」が指摘されており、自由意見でも「地域内でボラン

ティアなどを行う際の強制力への懸念」や「地域の人々が集まって会話する

機会を増やす必要性」などの声が寄せられています。

しかし一方で、地域活動に「参加していない」との回答が 33.4％あり、そ

の理由として「仕事をもっているので時間がない」が最も多く、次いで「ど

のような活動があるのかわからない」、「健康や体力に自信がない」といった

声が聞かれます。また、同居家族にひきこもり状態にある方がいる世帯も

1.6％存在しています。

人々のつながりの重要性を啓発するとともに、多様な住民が無理なく参加

できる工夫を凝らしながら、地域の人々が集い・触れ合う仕組みづくりに取
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り組んでいきます。特に、孤独・孤立対策として、ひきこもりの人が社会と

つながるために「自宅以外で安心して過ごせる居場所の提供」や「就労支援

や職業訓練の機会の提供」、「地域で気軽に相談できる体制の整備」などが求

められていることを踏まえ、地域における多様な居場所づくりや、見守り体

制づくりを推進します。

項目 取組の方向性 主管機関

地域における活動拠

点の確保

地域での自治組織や福祉活動の拠点となる集会施

設（公民館・支館）など、既存の公共施設の活用促

進を図ります。また、町民が自主的かつ継続的に活

動できるよう、地域における活動の場の確保に取

り組んでいきます。

総務課

教育委員会

保健福祉課

ふれあいいきいきサ

ロン活動等の充実

ふれあいいきいきサロン活動が活発化し、円滑な

活動が行われるよう支援します。

また、集まる場に対する町民の新しいニーズを把

握し、従来から行われている寄り合いや会合のほ

か、各福祉分野で取り組まれている集まる場に対

し、円滑な活動が行われるよう支援します。

保健福祉課

社会福祉協議会

地域でつくる交流の

場づくり

住民一人ひとりの声かけやあいさつ等、身近なと

ころからの触れ合い交流を促し、ふれあいいきい

きサロンや子ども食堂などの地域活動や交流に、

主体的に参加できるよう取り組んでいきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

世代間交流の促進 ふれあいいきいきサロンや子ども食堂をはじめと

する世代間交流を図る取組を支援するとともに、

地域福祉に関する集まる場においては、子ども・若

者世代の参加が促進されるような開催・周知方法

に努めていきます。また、学校が統合されたため、

地域学習を行い、地域の良さを再確認し、郷土愛の

醸成を図ります。

教育委員会

保健福祉課

住民課

社会福祉協議会

啓発活動の推進 地域福祉の要となる「支え合い」意識の重要性に関

し、理解のきっかけづくりとなることを目指し、本

計画の普及・啓発に積極的に取り組んでいきます。

保健福祉課
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つながり・支え合い

の意識向上

町内の保育所・学校と連携して、福祉体験学習やあ

いサポート運動など、福祉教育の充実に取り組み

ます。また、町民の生涯学習意欲が高まる中、生涯

学習活動の場を活用した福祉の意識向上を推進し

ます。また、学校が統合されたため、地域学習を行

い、地域の良さを再確認し、郷土愛の醸成を図りま

す。

教育委員会

保健福祉課

住民課

社会福祉協議会

地域団体への活動支

援

区や老人クラブなどの地域団体が、どの地域にお

いても安定したコミュニティの形成が図れるよ

う、情報提供や啓発活動を通じて加入促進に協力

するとともに、地域団体への活動支援をいっそう

行っていきます。

総務課

保健福祉課

教育委員会

社会福祉協議会

地域住民の自主的な

活動と公共的サービ

スの連携

自主的に福祉活動を行っている地域住民や、ボラ

ンティア団体に対し、町が行っているサービスと

連携を図りながら、充実した取組となるよう進め

ていきます。

保健福祉課

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

家族、友人、知人、隣近所とできるところから声かけ、

気遣いや手助けを行い、近所とお互いに助け合う関係

を日頃から構築することが重要です。

個人の取組が地域の中で受け入れられるような雰囲

気づくりや地域の生活課題について、現状や問題点を

共有します。

▣ 自治会の役割を理解し、自治会に積極的に参加しま

しょう。

▣ 地域の催し、イベント等に積極的に参加しましょ

う。

▣ 常日頃から、隣近所の人と声を掛け合いましょう。

▣ 老人クラブ等の地域の活動に知人を誘いましょう。

▣ 地域活動の情報を、隣近所に知らせたり、SNS な

どを使って積極的に発信しましょう。

▣ 現在行われている催し等が年齢や性別等にかかわ

らず、だれでもが気軽に参加できるかどうか見直し

をしてみましょう。

▣ 地域福祉活動に必要な知識や技術等を広める機会

を設けましょう。
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（２）担い手の育成

地域福祉は日常生活の様々な場面に関わっており、町の多様な人材がそれ

ぞれの場面において活躍することが望まれます。そのためには、地域での福

祉の担い手の育成が不可欠であり、日常生活を支える担い手から、地域福祉

の推進のために必要となる専門的な知識・経験を持った人材の育成まで、幅

広く育成していくことが重要となります。

本町においては、高齢者福祉、障害者福祉、子ども・子育て支援など、福祉

の各分野においてそれぞれの担当課が地域や関係機関と連携し担い手やボラ

ンティアの育成に努めています。

また、担い手の育成に関するものとして、社会福祉協議会内においてボラ

ンティアセンターを設置し、主に福祉や環境に関するボランティアの登録・

育成などを積極的に行っています。令和６年度において、福祉ボランティア

の団体数は 14 団体、登録者数は 197 人、令和６年度において認知症サポー

ター数は 2,871 人となっているなど、多くの福祉の担い手が地域で活動を行

っています。しかし、福祉ボランティアの団体数はコロナ禍より減少したま

ま横ばい状態となっています。

アンケート調査においても、子育てや介護等で地域活動に関われない状況

が浮かび上がっており、福祉サービスの充実を図るとともに、福祉に携わる

人材を確保し、各分野における担い手の育成に努めていきます。

項目 取組の方向性 主管機関

地域福祉についての

周知･啓発の促進

地域福祉活動を支える人づくりを進めるため、ボ

ランティア活動等について、わかりやすい情報提

供、広報活動を行っていきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

地域福祉を推進する

人材の育成

福祉ボランティア、災害ボランティア、手話奉仕

員、認知症サポーター等地域福祉の多様な担い手

の底上げを目指します。また、高齢者の生きがいづ

くりとともに、地域活動やボランティア活動に参

加できる機会を拡充していきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

ボランティアの育

成・支援

社会福祉協議会が運営する小中学校サマーボラン

ティアやボランティアセンターの活動を継続的に

支援することにより、ボランティアの育成を図り

ます。また、ボランティアが互いに連携が図れる機

会づくりを支援していきます。

保健福祉課

社会福祉協議会
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（３）地域福祉に関わる団体・関係機関との協働

地域福祉の推進には、町民一人ひとりの取り組み、地域団体の取り組み、

行政の取組が、子育て・介護・障害・医療などの分野の垣根を越えて連携し、

地域においてより効果的な成果に結びつけていくことが重要です。

本町では、伝統的な祭り、行事、地域活動がどの地区においても行われて

います。また、ふれあいいきいきサロン活動をはじめ、子育て支援活動、見

守り活動、防災訓練など、福祉に関わりの深い地域活動が地区別に積極的に

展開されています。アンケートでは、現在参加している地域活動として「自

治会・行政関係（区内行事など）」の割合が最も高くなっています。

しかし、人口減少や少子高齢化により、地域の組織や活動の維持が困難に

なってきている地域もみられます。地域懇談会では「若者の減少により祭り

などの行事の存続が困難」「人口流出によりコミュニティが維持できない」と

いった声が聞かれました。地域の課題が複雑化する中、一つの団体や機関だ

けでは対応が難しいケースが増えており、分野を超えた協働の重要性が高ま

っています。

本計画の推進にあたっては、町民や地域で活動する団体・関係機関などが

幅広く結びつき、ともに同じ目標に向かって取り組んでいくことが重要であ

ることから、様々な地域の活動において、地域住民や団体・関係機関との協

働を積極的に果たしていきます。特に、各地域の実情に応じた柔軟な協働体

制の構築と、持続可能な活動のための支援に取り組みます。

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

地域の活動や身近な場所でのボランティア活動に関

心を持ち、自分の能力が発揮できる活動や興味のある

活動には積極的に参加することが重要です。

活動内容の周知を行い、様々な人々の参画を促しなが

ら、新たな担い手となり得る人材の発見に努めます。

また、地域の様々な活動をボランティア団体との協働

で進めていくことを検討します。

▣ 日常生活の中でボランティアに興味を持ち、ボラン

ティア活動に参加してみましょう。

▣ ボランティアに関する勉強会や講習会へ積極的に

参加しましょう。

▣ 地域に貢献することを住民の役割の一つとして捉

えましょう。

▣ 地域福祉活動の中に、自らの知識や経験を活かせる

ものを見つけ、双方にとって有意義な活動にしまし

ょう。

▣ 地域で活動している団体等は、必要とするボランテ

ィア情報の提供に努めましょう。

▣ 自治会や身近な地域で、気軽にボランティアを募

り、活動を始めてみましょう。

▣ ボランティアが活動しやすい仕組みづくりを考え

ましょう。
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項目 取組の方向性 主管機関

地区特性に応じた活

動分野の支援

地域福祉活動の推進にあたっては、町全体を一律

に捉え活動を推進するのではなく、伝統的な祭り、

行事、防災訓練が活発に行われている地区など、

各々の地区特性に応じた活動分野の支援を行うよ

う努めていきます。

教育委員会

総務課

保健福祉課

地域福祉活動団体の

活動強化のための支

援

社会福祉協議会をはじめ、民生児童委員、老人クラ

ブ、福祉ボランティア団体、各種福祉団体に対する

支援を継続し、地域福祉に関わる団体の活動を強

化し、連携していくよう取り組みます。

教育委員会

総務課

保健福祉課

社会福祉協議会

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

地域活動やボランティア活動へ積極的に参加し、自分

の知識・能力を地域で発揮します。

活動情報を発信して他の地域活動団体やボランティ

ア団体とも連携し、ノウハウの共有や活動の協働を図

ることが重要です。

▣ 日常生活の中でボランティアに関心を持ちましょう。

▣ 行政や地域の団体等の活動を覗いて、活動の内容を

知るようにしましょう。

▣ 地域の福祉を推進するため、自分の持つ知識や技術

を活用しましょう。

▣ 地域住民を対象とした福祉学習の機会を設けましょう。

▣地域の活動情報を積極的に発信していきましょう。

▣地域で活動している団体同士で交流を図りましょう。

▣ 行政機関と相談し、新たな取組を探っていきましょ

う。
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基本目標２：「支援」が行き届く包括的な体制づくり

本計画は、福祉分野の各個別計画の上位計画に位置し、各個別計画の連携し

た施策の推進を図っていくことが役割の一つです。包括的な支援体制づくりは

各個別計画でも重要な目標として位置づけられており、本計画においても各個

別計画との連携による包括的な支援体制づくりを目標の一つとします。

情報提供や相談のあり方について、各分野に固定することなく、「福祉」とい

う包括的な枠組みで捉え、総合的な情報提供や相談体制づくりを推進していき

ます。さらに、重層的支援体制整備事業の理念に基づき、属性や世代を問わな

い包括的な相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施し、

「断らない相談支援」と「地域共生社会の実現」を目指します。

近年、8050 問題やダブルケア、ヤングケアラーなど、一つの世帯に複数の

課題が存在したり、世帯全体が孤立しているなど、従来の縦割りの支援では対

応が難しい複雑化・複合化した課題が増加しています。こうした課題に対応す

るため、分野を超えた包括的な支援体制の構築を進めます。

（１）情報提供の充実

本町では、町広報を毎月発行するとともに、ホームページによる情報提供、

各課・機関独自の広報が実施されています。アンケート調査では、福祉サー

ビスに関する情報の入手先として、「町の広報誌やパンフレット」の割合が最

も高く、次いで「家族・親戚」、「近所の人、友人・知人」となっています。

また、福祉サービスを利用する上での問題点では、「福祉サービスに関する

情報が得られない」の割合が最も高く、次いで「申請手続きが難しい」とな

っており、適切な情報提供ニーズが高くなっています。

しかし、地域活動に参加していない理由として「どのような活動があるの

かわからない」（21.7％）との回答があり、地域懇談会でも「介護サービスの

仕組みがわかりにくい」といった声が聞かれました。高齢者や障がい者、子

育て世代など、支援を必要とする人に確実に情報が届く工夫が求められてい

ます。

町民のニーズに応じるため、広報誌や窓口はもちろんのこと、幅広い世代

がアクセスできるよう、ICT を活用した多様な方法による情報提供体制の確

立を進めていく必要があります。
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項目 取組の方向性 主管機関

情報提供体制の整備 町民が必要な情報を入手することができるよう

に、広報誌、ホームページや窓口を中心としながら

も、様々な媒体や機会を活用した情報提供体制の

整備に努めます。

住民課

企画政策課

保健福祉課

総務課

情報のバリアフリー

化

ひとり暮らし高齢者、障がい者、子育て家庭など、

各種福祉サービスや地域活動など、提供する情報

の対象者の状況に応じた情報提供をいっそう充実

していきます。

住民課

保健福祉課

社会福祉協議会

身近な場所・人から

の情報提供

地域団体、民生児童委員協議会や社会福祉協議会

等と協力し、より身近な地域において細やかな情

報提供ができるよう努めます。また、地域の公民

館や福祉施設、医療機関やケアマネジャー等から

必要な情報が入手できるよう工夫していきます。

住民課

教育委員会

保健福祉課

社会福祉協議会

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

日頃から町の広報誌等に目を通し、地域の状況につい

て把握しておきます。

福祉に関する情報を入手し、自分に合った福祉サービ

スを利用するように心がけておきます。

情報を得ることが難しい方などがいたら、適切な方法

で情報を伝えるなどの支援を行います。

支援が必要な方がいたら、関係機関に連絡して適切な

福祉サービスが受けられるよう協力します。

▣普段から隣近所や身近な人と声を掛け合いましょう。

▣知っている福祉サービスの情報等は積極的に身近な

人に提供しましょう。

▣福祉サービスが必要な人へ利用方法を知らせたり、

行政窓口へ連絡をしましょう。

▣情報アクセシビリティ※（情報の利用のしやすさ）に

配慮した情報提供の仕方を工夫しましょう。

▣介護や子育て等気軽に話し合える場を持ちましょ

う。

※ 情報アクセシビリティ：年齢や身体障害等による利用の障壁を取り除き、障害等の有無に関係なく、誰でも必要とする情報

に簡単にたどり着けること。国の障害者基本計画の「基本的な考え方」において、各分野に共通する「横断的視点」

の一つとして「アクセシビリティの向上」が挙げられ、ソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を推進

し、アクセシビリティの向上を図ることが言及されています。
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（２）相談支援体制の強化

アンケート調査では、生活において感じる悩みや不安について、「自分や家

族の健康のこと」、「自分や家族の老後のこと」が５割を超えて高くなってい

ます。また、「介護の問題」、「経済的な問題」、「災害時の備えに関すること」

なども挙げられています。悩みや不安の相談先は、「家族・親族」の割合が最

も高く、次いで「近所の人、友人・知人」となっており、身近な人が中心で

す。一方、「町の相談窓口や職員」は 6.2％、「地域包括支援センター・在宅介

護支援センター・介護支援専門員（ケアマネジャー）」は 10.1％にとどまっ

ており、相談窓口の周知と対応の充実が求められています。

本町では、担当課の窓口をはじめ、地域包括支援センター、障害者総合相

談センター、社会福祉協議会、子育て世代包括支援センターなどが各々の相

談を行っています。生活において悩みや不安を抱えながらも、適切な専門機

関につながっていない可能性があるため、町と関係機関・団体が一体となっ

た総合的・包括的な相談体制の整備を図ります。

特に、属性や世代を問わない包括的な相談支援を行い、8050 問題やダブ

ルケア、社会的孤立など複雑化・複合化した課題を抱える世帯にも適切な支

援が届くよう、多機関協働による支援体制を構築します。

また、自殺対策の観点では、最近１か月以内に「気分が落ち込んだり興味

や喜びを感じにくくなったこと」が「しばしばある」、「時々ある」合わせて

約３割となっており、メンタルヘルスへの対応も重要です。「うつ病のサイン」

に気づいたときに専門の相談窓口へ「相談しようと思わない」人の理由とし

て、「自分の問題は自分で解決すべき」、「精神的な悩みを話すことに抵抗があ

る」などが挙げられており、相談することへの心理的なハードルを下げ、気

軽に相談できる環境づくりも重要です。

さらに、孤独・孤立状態にある方や、自ら相談に来ることが難しい方に対

しては、アウトリーチ型の支援や、地域における緩やかな見守りを通じた早

期発見・早期支援の仕組みが必要です。
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項目 取組の方向性 主管機関

総合的・包括的相談

体制の充実

担当各課の窓口をはじめ、各分野の専門相談機関

の相談支援機能の充実を図ります。また、保健・

福祉・医療に加え、生活困窮に対する相談に対応

できるよう、保健・福祉・医療各分野に関係する

機関が一体となった総合的・包括的な相談体制の

整備を図っていきます。

既存の制度に明確な位置づけはありませんが支援

が必要な方への支援についても、関係機関が連携

し対応できるよう体制の整備を図っていきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

身近な地域における

相談支援体制

町民が身近な地域において生活上の相談ができる

よう、民生児童委員をはじめ、各関係機関や団体の

協力を得て、相談体制を強化していきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

虐待防止のための総

合的な支援体制の構

築

児童及び高齢者・障がい者、母子関係、配偶者に対

する暴力など、様々な形の虐待への対応や、家庭内

での虐待を行った保護者や養育者が抱えている課

題等にも着目した支援を行う等、総合的な支援体

制について検討します。また、権利擁護推進協議会

を立ち上げ、関係機関による情報共有により早期

発見・早期対応の体制を整え、虐待事案にスムーズ

に対応できるよう取り組みます。

住民課

教育委員会

保健福祉課

自殺対策の推進

【自殺対策計画】

関係課や関係機関との連携を図りながら、保健・福

祉分野の施策を展開し、地域福祉と自殺対策を一

体的に取り組みます。状態が深刻化する前の早期

発見のための地域づくりや、様々な課題に対応す

るためのネットワークづくりを推進します。また、

ゲートキーパー養成研修の実施により、悩みを抱

える人に気づき、声をかけ、必要な支援につなぐ人

材を育成します。さらに、相談窓口の周知を図り、

誰もが気軽に相談できる体制を構築します。

保健福祉課

制度の狭間の課題へ

の対応

既存の制度に明確に位置づけられていないが、何

らかの支援が必要であるひきこもりや生活困窮者

等、「制度の狭間の課題」への対応が必要な方に対

し、関係機関と連携しながら包括的に相談を受け

る体制を検討していきます。また、複合化・複雑化

した課題を抱える方への支援を充実させるため、

重層的支援体制の整備に向けて推進していきま

す。

保健福祉課

総務課

社会福祉協議会



55

町民の役割

（３）利用しやすいサービス提供体制

地域の福祉課題に対応するため、福祉の各分野で計画策定されている事業

の利用促進のための情報提供活動を推進する必要があります。本計画では、

各福祉計画の隙間に埋もれている問題や課題を整理し、各福祉サービスの充

実につながる取組をしていきます。

アンケート調査では、福祉サービスの利用意向として、「抵抗なく利用した

い」、「抵抗はあるが利用したい」を合わせて約９割が利用意向を示していま

す。また、家族が要介護になった場合は、「家族が中心となって介護をするが、

足りないところは福祉サービスを利用する」（42.7％）、「積極的に福祉サー

ビスを利用して在宅で介護をする」（29.4％）となっており、福祉サービスへ

のニーズは高くなっています。

しかし、地域懇談会では、「福祉サービスの人材不足やサービス不足により

在宅生活が望んでもできない」「介護サービスの仕組みがわかりにくい」とい

った声が聞かれました。サービス事業者の人材不足や、既存のサービスでは

対応できない制度の狭間の課題、複合的な課題を抱える世帯への支援体制の

不足も課題です。

さらに、生活困窮者に必要な支援として、「自立に向けた相談の充実」、「就

労に向けた準備のための支援」の割合が高くなっており、包括的な支援が求

められています。

わかりやすいサービス情報の提供とともに、ニーズに応じたサービス利用

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

虐待等を理解するとともに、身近で気づいた際には関

係機関への相談を促すことが重要です。

虐待を受けていると思われる方がいたら、町役場や警

察等に連絡・相談します。

民生児童委員や隣近所など、日頃から地域で相談でき

る人を見つけておきます。

見守り活動等で虐待の兆候等を発見した際は、関係機

関へ遅滞なく連絡することが必要です。

地域の方からの相談に取り組むとともに、担当機関へ

の相談を行えるよう支援します。

▣普段から隣近所や身近な人と声を掛け合いましょ

う。

▣知っている福祉サービスの情報等は積極的に身近な

人に提供しましょう。

▣身近なところで困っている人がいる時には、町役場

や民生児童委員等に連絡しましょう。

▣隣近所の異変や虐待に気づいた時には、町役場や警

察等に連絡しましょう。

▣虐待等に関する情報は、躊躇することなく素早く報

告し、情報が留まることのないように注意しましょ

う。

▣福祉サービスが必要な人へ利用方法を知らせたり、

行政窓口へ連絡をしましょう。

▣相談窓口や情報の連絡網を把握しておき、問題が発

生した場合に素早く情報がいきわたるようにしまし

ょう。
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ができるよう、事業者への支援等の充実を図っていきます。また、重層的支

援体制整備事業における参加支援を通じて、既存のサービスだけでは対応で

きない個別ニーズにも柔軟に対応し、社会とのつながりを回復するための支

援を創出します。

町民の役割

項目 取組の方向性 主管機関

福祉サービスに対す

るニーズ把握・分析

福祉サービスに対する町民のニーズを的確に把

握・分析し、関係各課が実施する福祉施策の展開に

反映していきます。

保健福祉課

各種福祉サービス等

の適切な利用支援

多様化する福祉サービス等のニーズに対してきめ

細かに対応するとともに、サービス事業者等と連携

したサービスの量や質の確保・向上を図り、各関係

機関が連携しながら、安心して利用できる福祉サー

ビスの充実を図る体制づくりに取り組みます。

保健福祉課

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

福祉に関する情報を入手し、いつでも利用相談ができ

るよう、サービスの概要を理解しておくことが重要で

す。

情報を得ることが難しい方などがいたら、適切な方法

で情報提供を行い、適切なサービスが受けられるよ

う、町役場やサービス提供事業者につないでいくこと

が望まれます。

▣介護保険制度、障害者福祉制度、子ども・子育て支援

制度等の福祉サービスの概要を知りましょう。

▣サービス事業者や福祉施設に対する正しい情報を把

握し理解を深めましょう。

▣サービスの向上のために、利用したサービスについ

て、率直な評価を提供事業者に伝えましょう。

▣地域福祉に関する団体等で連携した活動に取り組ん

だり、情報の共有化を図りましょう。

▣福祉サービスが必要な人へ制度の案内や行政への連

絡をしましょう。

▣サービス提供事業者等は、積極的に利用者のサービ

ス評価等の情報を提供し、町民に理解を深めてもら

いましょう。
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基本目標３：「安全」で「安心」して暮らせるまちづくり

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、高齢者や障がい者、子どもなど、

それぞれに必要とされる「安全」な生活環境の整備を図ることが必要です。

本町では、公共施設のバリアフリー化や、移動支援、コミュニケーションの

支援などを実施していますが、地域懇談会でも「公共施設のバリアフリー化」

「買い物や通院の移動支援」が必要との声が聞かれ、自由意見でも「交通機関

の充実」「交通の便の改善」「巡回バスの増便」などの要望が多く寄せられてお

り、安全に暮らすための取組をさらに進めていきます。

また、再犯防止の観点から罪を犯した人の立ち直りを地域で支援する体制づ

くりや、権利擁護の視点から判断能力が不十分な方の権利を守る成年後見制度

の利用促進など、誰もが排除されることなく地域で安心して暮らし続けられる

環境の整備が求められています。

今後のまちづくりにおいては、高齢者や障がいのある人も含めて誰もが使い

やすく、必要な情報が得られるようにして、防災・防犯知識の普及や地域の自

主的な活動を支援し、まちぐるみでの体制の整備を図っていきます。特に、孤

独・孤立対策や再犯防止の視点も含め、誰一人取り残されることのない、安全・

安心なまちづくりを推進します。

（１）防災・防犯体制の強化

近年、気候変動等による大規模な自然災害が発生しており、災害に対して

の備えを強化していく必要があります。本町では「日高川町地域防災計画」

に基づき、避難行動要支援者名簿の維持管理、避難・救援体制の整備、災害

ボランティアの育成など、防災に関する取組を進めています。

アンケート調査では、日々の悩みや不安として約２割の方が「災害時の備

えに関すること」を挙げ、住民相互の自主的な協力関係について「必要だと

思う」の割合が約８割と高くなっています。困っている家庭への手助けとし

て「見守りや安否確認の声かけ」、「災害時の手助け」の割合が高く、災害時

の支援では「安否確認」、「安全な場所への避難の手助け」などが挙げられて

おり、災害に対する関心の高さがうかがえ、より一層の防災体制の整備が必

要です。

また、犯罪情報の共有や防犯知識の普及、地域の自主防犯活動を推進し、

複雑化する消費者問題等に巻き込まれないよう、消費者意識の啓発や情報

提供体制の強化を図ります。
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さらに、再犯防止の観点から、罪を犯した人が地域で孤立することなく、

再び社会の一員として生活できるよう、理解促進と支援体制の整備に取り

組みます。アンケート調査では、「犯罪をした人を再び受け入れることが自

然にできる『誰一人取り残さない』社会の実現が大切である」という考えに

63.4％が賛同しています。再犯防止のための取組として、「安定的な仕事確

保のための就労支援や職業訓練の実施」、「カウンセリングや生活指導によ

る継続的な支援」、「社会復帰に向けた気軽に相談できる体制の整備」が求め

られており、保護司等の関係機関と連携しながら、地域全体で立ち直りを支

える環境づくりを進めます。

加えて、地域における日常的な見守り活動を通じて、災害時の支援が必要

な方だけでなく、孤独・孤立状態にある方の把握と支援にもつなげていく視

点が重要です。地域全体で支え合う体制を構築することで、平時からの見守

りと災害時の迅速な助け合い、さらには犯罪や非行からの立ち直り支援を

包括的に実現します。

項目 取組の方向性 主管機関

防災意識・知識の普

及・啓発

広報誌やパンフレットなど、多様な媒体を活用し

ながら防災意識の向上に努めるとともに、地域に

おける様々な訓練に対する参加を積極的に呼びか

け、防災知識の普及・啓発を強化します。

総務課

保健福祉課

避難行動要支援者台

帳の維持・管理

民生児童委員、区長、消防団や自主防災組織と連携

しながら、高齢者や障がい者等の避難行動要支援

者台帳の維持・管理を行います。また、災害時に実

効性のある支援を行うため、避難行動要支援者一

人ひとりの状況に応じた個別避難計画の策定を推

進します。

総務課

保健福祉課

避難行動要支援者に

対する支援の推進

「日高川町地域防災計画」に基づき、避難行動要支援

者に対する防災体制の推進に取り組んでいきます。

総務課

保健福祉課

地域での見守り活動

の充実

認知症高齢者・高齢者世帯や子どもなど、支援を必

要とする人の安全を守るため、地域住民の様々な

取組を通じて、地域ぐるみで見守る環境づくりに

いっそう取り組みます。

総務課

教育委員会

保健福祉課

再犯の防止

【再犯防止推進計

画】

再び犯罪に手を染めることがないよう、関係機関

が連携して就労や住居の支援、相談支援を行いま

す。また、地域での孤立を防ぐため、再犯防止の理

解を広める啓発活動を進め、誰もが安心して暮ら

せる社会づくりを目指します。

総務課

教育委員会

保健福祉課
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町民の役割

（２）社会福祉協議会、各種団体との連携の強化

本町では、地域福祉推進に中心的な役割を担う社会福祉協議会や民生児

童委員、ボランティア団体など多くの関係団体と連携しながら、福祉の意識

づくりやサービスの提供、地域活動の支援、福祉情報の提供に取り組んでい

ます。

アンケート調査では、担当民生児童委員を知らない人も多く、民生児童委

員の活動内容として「高齢者など支援が必要な人への訪問」、「日常生活の悩

みや心配ごとの相談」などの認知度は一定程度ありますが、「いずれも知ら

ない」が 26.0％となっています。日高川町社会福祉協議会については、「名

前も活動の内容もよく知っている」（42.1％）、「名前は聞いたことがあるが、

活動の内容はよく知らない」（49.7％）と、活動内容の周知が課題です。

高齢者、障がい者、子ども・子育て、保健・医療など、縦割りの体制だけ

ではなく、「地域」という横糸でつなぎ、「安全」で「安心」できるまちづく

りを進めていくため、社会福祉協議会や各種団体との連携強化を図り、積極

的な連携体制を構築していきます。

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

自分や家族の生命財産を守るための備えを日頃から

行うとともに、地域の防災活動等に参加して災害時に

取るべき行動を確認しておくことが重要です。

定期的に防災訓練や講習会を実施して、地域住民への

意識啓発や危険箇所の把握、避難経路の確認を行いま

す。また、登下校時の見守り活動を行い、地域の子ど

もたちの安全確保に努めます。

▣避難勧告や避難指示には、これまで以上に早めに対

応しましょう。

▣災害から命を守るために何が必要かを日頃から考え

ておきましょう。

▣災害時の安否確認に協力しましょう。

▣近所の要支援者を把握し、災害時には積極的に誘導

や避難支援しましょう。

▣日頃から避難場所や避難経路を確認しておきましょ

う。

▣新たな犯罪に日頃から関心を持ち、犯罪に巻き込ま

れない方策を考えておきましょう。

▣ひとり暮らし高齢者等の見守りを地域ぐるみで行い

ましょう。

▣地域でできる防災対策について、常日頃から話し合

っておきましょう。

▣要支援者情報を把握し、自主防災組織、民生児童委

員、自治会等が協力して、災害時の対策を準備してお

きましょう。

▣災害時の地域の役割について、各団体等で把握して

おきましょう。

▣町民が新たな犯罪に巻き込まれないよう、各団体等

でできることを確認しておきましょう。
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項目 取組の方向性 主管機関

地域におけるネット

ワークシステムの構

築

地域における様々な課題を総合的に解決するた

め、社会福祉協議会をはじめ民生児童委員、自治会

（区）等関係機関と連携し、地域におけるネットワ

ークシステムの構築に取り組みます。

保健福祉課

総務課

社会福祉協議会

社会福祉協議会との

連携強化

地域福祉の推進にあたって重要な役割を担ってい

る社会福祉協議会との連携に、引き続き取り組ん

でいきます。

保健福祉課

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

社会福祉協議会の事業に積極的に参加し、地域福祉活

動を身近に感じることが重要です。

地域活動やボランティア活動へ積極的に参加し、自己

の能力を地域で活用するよう心がけることも大切で

す。

社会福祉協議会を積極的に活用します。

活動情報を発信して他の地域活動団体やボランティ

ア団体とも連携し、ノウハウの伝達や事業の協力を行

います。

▣サービス提供事業者等に対する正しい情報を把握し

理解を深めましょう。

▣サービスの向上を図るため、利用したサービスにつ

いて、率直な評価を提供事業者に伝えましょう。

▣地域福祉に関する団体等で連携した活動に取り組ん

だり、情報の共有化を図りましょう。

▣サービス提供事業者等は、積極的に利用者のサービ

ス評価等の情報を提供し、町民に理解を深めてもら

いましょう。

▣地域福祉の担い手を増やすために、ボランティア団

体やNPOの立ち上げに協力しましょう。
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（３）権利擁護の推進

介護保険制度や障害者総合支援制度では、利用者が自らの意思で福祉サ

ービスを選択できますが、自らの意思で決定を行うことが困難な方につい

ては、個人の権利を守る支援が必要です。また、虐待などの人権侵害につい

ても、防止・早期発見・解消に向けて地域ぐるみで取り組む必要があります。

認知症高齢者の増加や障がいのある人の地域生活への移行が進む中、本

人の権利が守られる環境づくりや、だれもが安心して福祉サービスを利用

できる体制の整備を進めています。日常生活で生じる契約などの判断が求

められる行為を行う際に不利益を被ることがないよう、成年後見制度や社

会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業を推進していきます。

アンケート調査では、成年後見制度について「聞いたこともないし、制度

も知らない」、「聞いたことはあるが、制度のことは知らない」を合わせて約

６割となっており、制度の認知度向上が大きな課題です。成年後見制度利用

促進基本計画に基づき、制度の周知啓発と相談体制の充実、利用しやすい環

境づくりを進めます。

また、児童及び高齢者・障がい者に対する虐待の防止や、消費者被害など、

権利侵害の予防と早期発見のため、地域における見守りと相談支援体制を

強化し、人権教育と権利擁護の取組を一体的に推進していきます。

項目 取組の方向性 主管機関

人権教育の推進 地域において町民一人ひとりが尊重されながら生

活していくことができるよう、人権教育の取組を

推進します。「人権週間」や「人権月間」など、様々

な機会を通じて人権を尊重する意識づくりを促進

します。

住民課

教育委員会

保健福祉課

成年後見制度の利用

推進

【成年後見制度利用

促進計画】

判断能力が不十分な高齢者や障害のある人に対

し、地域包括支援センター、障害者総合相談センタ

ー、社会福祉協議会など関係機関が連携して、成年

後見制度の周知を図り、相談、手続きの援助に対応

できる体制づくりを行います。

また、権利擁護推進協議会を立ち上げ、関係機関の

連携による相談支援体制のスムーズな展開を図り

ます。さらに、成年後見中核機関の設立に伴い、成

年後見制度利用促進事業を展開し、制度の利用が

必要な方への支援を充実させていきます。

保健福祉課
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福祉サービス利用援

助事業の推進

判断能力が不十分な高齢者や障害のある人に対

し、適切な福祉サービスの利用が実現するよう、社

会福祉協議会が実施する福祉サービス利用援助事

業の利用促進に、連携して取り組んでいきます。

保健福祉課

社会福祉協議会

住宅確保要配慮者に

対する一体的支援

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進

に関する法律（平成19年法律第112号）の一部

改正を踏まえ、生活困窮者、高齢者、障がい者、子

どもを育成する家庭等のうち、生活や住宅に配慮

を要する者の住まいの確保や生活の安定、自立の

促進に係る取組のあり方に関し、地域福祉として

居住支援協議会等と連携していきます。

保健福祉課

住民課

社会福祉協議会

虐待防止のための総

合的な支援体制の構

築（再掲）

児童及び高齢者・障がい者に対する虐待への対応

や、家庭内での虐待を行った保護者や養育者が抱

えている課題等にも着目した支援を行う等、総合

的な支援体制について検討し、構築していけるよ

う取り組みます。

住民課

教育委員会

保健福祉課

町民一人ひとりが取り組むこと（自助） 地域で協力して取り組むこと（互助・共助）

詐欺等の被害を受けていると思われる方がいたら、町

役場や警察等に連絡・相談します。

虐待等を理解するとともに、身近で気づいた際には関

係機関への相談を促すことが重要です。

虐待を受けていると思われる方がいたら、町役場や警

察等に連絡・相談します。

困り事を相談することが難しい方に気づいた時は、町

役場等に連絡します。

見守り活動等で虐待の兆候等を発見した際は、関係機

関へ遅滞なく連絡することが必要です。

地域の方からの相談に耳を傾け、担当機関への相談を

行えるよう支援します。

▣成年後見制度等について学ぶ講演会や講座に参加

し、情報を積極的に収集しましょう。

▣普段から隣近所や身近な人に声を掛け合いましょ

う。

▣地域の見守り活動等に積極的に参加しましょう。

▣普段から隣近所の状況を把握しておき、異変に気づ

いたら声をかける等、関心をもちましょう。

▣隣近所の異変や虐待に気づいた時には、町役場や警

察等に連絡しましょう。

▣人権について学習し、地域活動の中で配慮を欠いた

状況にないかチェックし合いましょう。

▣福祉サービスを必要としている人への制度の案内や

行政への連絡をしましょう。

▣情報アクセシビリティ（情報の利用しやすさ）に配慮

した情報提供の仕方を工夫しましょう。

▣虐待等に関する情報は、躊躇することなく素早く町

役場や警察等に報告し、情報が留まることのないよ

うに注意しましょう。



第５章 計画の推進

地域の生活課題は複雑化・多様化しており、必要とされる支援や取組も変わ

っていきます。地域福祉を推進するためには、地域福祉に関する行政・各種団

体がお互いに連携を図り、協働しながら、だれもが住みやすい地域づくりを目

指していくことが重要となります。

１．計画の周知及び利用促進

町民の一人ひとりが取り組み、地域の団体や様々な関係機関等の協力によっ

て推進していく本計画は、町民や関係者との連携が重要になります。本計画は、

地域福祉を推進していくための道筋を整理したものであるため、町民及び関係

各機関との連携を図るためにも計画の周知が重要であり、広報媒体等を活用し

た情報提供に努め、計画の内容について積極的な広報を行っていきます。

また、各分野の福祉計画ではきめ細かなサービスが展開されており、福祉サ

ービスの利用促進につなげるためにも、計画の内容やサービスの周知も重要な

課題となります。

福祉活動へ多くの人々が参加でき、福祉のまちづくりを達成するためにも、

本計画の周知と各分野の活動とサービス内容の情報提供を積極的に展開して

いきます。

２．計画の推進体制

（１）庁内連携の推進

地域福祉に関する分野は多様で広範にわたり、福祉をはじめ、保健、医療、教

育、防災、環境、町民活動など、庁内における担当課も多岐にわたっています。

そのため、本計画の広報・啓発、取組の推進、進行管理に関しては担当課

が中心となり、庁内関係各課との連携のいっそうの強化を意識し、取り組ん

でいきます。

（２）社会福祉協議会との連携による地域福祉の推進

社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的としており、本計画

に関しても、行政とともに取り組んでいくことが求められています。

今後も、行政と社会福祉協議会がいっそう連携を深め、地域福祉を推進し

ていきます。



（３）町民・各種団体・サービス提供事業者などとの協働

だれもが住みやすい地域づくりのためには、行政のみならず、町民や各種

団体、サービス提供事業者などとの協働体制を構築し、地域福祉を推進して

いくことが必要です。

そのため、本計画の周知・啓発に積極的に取り組み、町民や各種団体、サ

ービス提供事業者の理解を得ながら、行政と町民・団体などが協働で地域福

祉を推進していくことができる環境を目指していきます。

３．計画の進行管理

本計画を効果的に進めていくためには、計画の進行管理が必要となります。

そのため、別に設置する「日高川町地域福祉推進委員会」において、定期的に

本計画の進行管理を行います。

加えて、同委員会の開催にあたっては、「総合計画」に掲げる目標数値の達成

状況や関連計画の進捗状況のほか、本計画の取組状況を把握し、PDCA サイク

ル（計画－実施－評価－改善）による効率的な施策の進行管理を行い、課題を

共有・検討しながら改善を目指していきます。

課題の分析
目標の設定

計画に定めた
内容を実施

計画内容と実際の
実施状況の点検・評価

点検・評価の結果、
乖離がある場合は、
問題点・課題の検討


